
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２－４ 避難施設計画の検討＞ 
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1. 緊急避難場所の選定条件  

緊急避難場所の選定には以下の基本条件を満足する必要がある。 

表  1-1 基本条件  

項 目 内  容 

緊急避難場所
の定義 

緊急避難場所とは津波が継続する約 6 時間の間，生命の安全を確保するため地
域住民が設定するものとして位置付けされている。設置条件は①地震時倒壊及
び津波に対して安全な既存建物，②浸水位の影響を受けない高台，裏山など，
③広場面積は最低限 1人当り 1m2 以上とすることを前提とする。 

 

2. 避難施設計画の検討  

避難施設は地震動による倒壊及び津波に対して耐えうる施設造りが必要である。また，通常

時において利便性，地域の特性を考慮した構造にすることが望ましい。 

 

2.1  避難施設構造の選定手法 

当該地区で考えられる構造を比較し，箇所数や通常時の利便性，費用対効果等を考慮し検討

する。 

表 2-1 比較例 
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2.2  設計条件 

表  2-2 設計条件一覧表  

項 目 内  容 備考 

①計画高さ 最大津波高さ及び過去の痕跡水位のうち，高い方の水位を選定
＋余裕高さ 

高知県津波防災
ｱｾｽﾒﾝﾄ補完調査
より 

②広さ 最低限 1人当り 1 m2 以上 危機管理課より 

１ 

避
難
広
場 ③広場面積

算定式 
広さ(m2)＝避難シミュレーションより求められた避難者数(人)
×1(m2/人)  

－ 

標準値 

3.00m 

 

道路構造令の解
説と運用より 

特例値 
①幅員 

2.25m 

 

地形条件上，標
準値を満足出来
ない場合 

標準値 

1/12 
以下 

(8.33％) 

バリアフリー法
より 

②縦断勾配 

特例値 12%以下 道路構造令の解
説と運用より 

 

③斜路構造 

スロープと階段の併設が望ましい 

 

－ 

２ 

避
難
路(

進
入
路) 
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④舗装 

滑り止め対策が必要である 

 
滑り止め舗装の例 

－ 

⑤転落防止
対策 

転落防止柵(H＝1.1m)を設置する － 

 

⑥アクセス 坂路・階段・はしご等を複数設置することが望まれる。 
※坂路への避難は原則として車は使わない。 

－ 

(1)幅員概要 避難者の集中を想定し，間口は広く確保する事が重要である 
①避難
時の占
有面積 

1.22 m2/人 

②避難
速度 

1.034m/s＝372.2 m/h×低減係数(避難ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝより) 

③算定
式 )()/(

)/()()(
2

時間避難総時間ｈｍ避難速度
人ｍ避難時の占有面積人避難者数

＝　幅員
×

×m  

条
件 

避難者数：158 人，津波第 1 波到達時間：20 分＝0.34 時間 
避難時間：10 分＝0.17 時間 

(2)
標
準 

④計算
例 

))(17.0)(0.34()/372.2(
)/1.22()(158

)(
2

時間－時間ｈｍ
人ｍ人

＝　　幅員
×

×
m ＝3.05m 

避難場所進入路，
新規拡幅道路の
幅員については，
避難時の理想的
な幅員を算出し，
用地的に可能な
場合，整備するこ
とが必要。 

標準値 

5.00m 

 

第 3種 5級(道路
構造令)の幅員構
成を適用する。 

特例値 (3)最低幅員 

4.00m 

 

地形的制約によ
りやも得ない場
合，適用する。 

３ 

避
難
路 (

集
落
道
兼
用) 

(4)避難誘導
施設 

交差点部にソーラータイプなどの自発光式の避難誘導灯を配置
し，緊急避難場所までの経路がわかるよう 250m に 1 ヶ所程度案
内板を設置することが必要である。 

消防科学センタ
ーより 
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＜避難広場・避難路のイメージ例＞ 

 
 

 

＜避難誘導施設のイメージ例＞ 

 

       
    案内板Ⅰ           案内板Ⅱ        避難誘導灯 

海
側 


